
長岡市住宅リフォーム補助金のお知らせ 

コロナ禍やウッドショックの影響を受けている市内の建築関連業者を応援するとともに 

市民の皆様の住まいが良好な環境となるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象者 ： 長岡市民で現に居住している人 など 

補助金額 ： ５万円（上限） 補助対象工事費の１／５ 

補助対象工事： 屋根・外壁、内装、風呂・トイレ・洗面台取替工事など 

施工業者 ： 長岡市内に本社がある法人又は個人事業主 

住宅要件 ： 築１０年以上 

予算総額 ： １，０００万円 

その他 ： 今回に限り、これまでにリフォーム補助金を受給したことがある方も利用可能 

対象者等 

① パンフレット及び申請書を入手し、対象要件の詳細や注意事項等をよく確認する。 

※パンフレット等は長岡市ホームページの他、都市政策課、アオーレ長岡、 

さいわいプラザ、東・西サービスセンター、市民センター、各支所でお求めください。 

② 申請書を下記担当窓口に郵送で提出する。 

  ＜申請期間：令和 3 年 12 月 1 日～令和 4 年 2 月 14 日＞ 

③ 市から交付決定通知書が送られてくる。 

④ 契約・工事を行う。＜契約・工事期間：交付決定後～令和 4 年 3 月 15 日＞ 

⑤ 実績報告書を提出する。＜報告期間：工事終了後～令和 4 年 3 月 15 日＞ 

⑥ 市から確定通知書が送られてくる。 

⑦ 請求書を提出する。＜請求期間：確定通知書到着後、速やかに提出してください＞ 

⑧ 市から指定の口座に入金される。＜通帳記帳により確認してください＞ 

申請方法、手続きの流れ 

問い合わせ・担当 

〒940-0062 長岡市大手通２－６ フェニックス大手イースト８階 

長岡市都市整備部都市政策課 ☎０２５８－３９－２２６５ 

先着順で受付 

予算が無くなり次第終了 

★令和４年度からのリフォーム補助金も用意しています★ 

詳細は令和４年２月頃お知らせします 


